
○試行事業における取り組みを踏まえた実践的かつ的確な研修を実施。 

注：養成課程において可能な限り、実地研修を実施。又は登録事業者において実地研修を実施

＋
各行為の

シミュレーター演習

＋

＋

実地研修

実地研修

（登録事業者）

実地研修

実地研修
※特定の者に対する必要な

行為についてのみ。

実地研修
（気管カニューレ内吸引及び
経鼻経管栄養を除く。）

各行為の
シミュレーター演習

＋

＋

各行為の
シミュレーター演習

講義
５０Ｈ

介護福祉士の養成課程

基本研修

＋

喀痰吸引等研修

①喀痰吸引及び経管栄養
について、対象となる行為
のすべてを行う類型

②喀痰吸引（口腔内及び鼻
腔内のみ）及び経管栄養
（胃ろう及び腸ろうのみ）を
行う類型

③実地研修を重視した類型

講義及び演習
９Ｈ

※重度訪問介護従事者養成研修と併せて行う

　場合には２０．５時間

基本研修

不
特
定
多
数

特
定
の
者

基本研修

基本研修

講義
５０Ｈ

講義
５０Ｈ

＋

1 

喀痰吸引等研修～研修課程（１）～ 



2 

科目又は行為 １号 ２号 科目又は行為

人間と社会 1.5

保健医療制度とチーム医療 2

安全な療養生活 4

清潔保持と感染予防 2.5

健康状態の把握 3

高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 11

高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 8

高齢者及び障害児・者の経管栄養概論 10

高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説 8

口腔内の喀痰吸引

鼻腔内の喀痰吸引

気管カニューレ内部の喀痰吸引

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

経鼻経管栄養

救急蘇生法

口腔内の喀痰吸引 ○ ○ 口腔内の喀痰吸引

鼻腔内の喀痰吸引 ○ ○ 鼻腔内の喀痰吸引

気管カニューレ内部の喀痰吸引 ○ － 気管カニューレ内部の喀痰吸引

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 ○ ○ 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養

経鼻経管栄養 ○ － 経鼻経管栄養２０回以上

２　実地研修

○ ○

○ ○②演習

１　基本研修

１０回以上

２０回以上

２０回以上

２０回以上

５回以上

５回以上

５回以上

５回以上

医師等の評価
において、受
講者が習得す
べき知識及び
技能を修得し
たと認められ
るまで実施

重度障害児・者の地域生活等に関する
講義

2

喀痰吸引等を必要とする重度障害児・
者等の障害及び支援に関する講義

緊急時の対応及び危険防止に関する
講義

6

1

9H

喀痰吸引等に関する演習

第３号研修

（特定の者対象）（不特定多数の者対象）

第１号研修／第２号研修

①講義

時間数又は回数 時間数又は回数

５回以上

１回以上

50H

13

19

18

喀痰吸引等研修～研修課程（２）～ 



認定特定行為業務従事者認定証は、介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必
要な知識及び技能を修得させるため、都道府県知事又はその登録を受けた者（以下「登録研修機関」とい
う。）が行う研修（以下「喀痰吸引等研修」という。）の課程を修了したと都道府県知事が認定した者でな
ければ、その交付を受けることができない。 

喀痰吸引等研修に係る講義、演習及び実地研修（以下この号及び次号において「講義等」という。）におい
て、受講者が修得すべき知識及び技能について、各講義等ごとに適切にその修得の程度を審査すること。 

○研修段階毎の修得審査 
 
省令附則第13条第2号において、喀痰吸引等研修に係る講義、演習及び実地研修ついては段階毎に、適切に
その修得程度を審査することとされているが、修得審査を行う段階及び段階毎の修得程度の審査の方法につ
いては、以下のとおりであること。 
 
① 省令附則第13条第1号イ及びロについては、基本研修の(1)講義修了段階、(2)演習修了段階、(3)実地研
修の修了段階の三段階とし、講義については筆記試験の実施により知識の定着を確認し、演習及び実地研修
については評価の実施により技能の修得の確認を行うものとすること。 
 
② ～（略）～ 
なお、具体的な喀痰吸引等研修の実施方法、修得程度の審査方法等については、別途通知する研修実施要綱
に基づき実施すること。 

修得程度の審査について 

【法：附則第４条第２項】 

【省令：附則第13条第２項】 

【施行通知：第５－２（喀痰吸引等研修の実施）】 



基本方針 基本研修（講義）については、筆記試験により、研修受講者が喀痰吸引等を
安全に実施するための知識を修得していることを確認すること。 

出題範囲 省令別表で定める範囲 

出題形式 客観的問題（四肢択一） 

出題数 第１号研修及び第２号研修：３０問 
第３号研修：２０問 

問題作成指針 ア 細かな専門的知識を要求する問題を避け、医学的な問題に偏らず、喀痰
吸引等を中心とした内容となるよう配慮すること。 
  
イ 次のことについて基礎的知識を問う問題を中心とすること。 
・対象者を観察した内容を適確に表現できる用語や指示が理解できる知識 
・喀痰吸引等について行為の根拠や目的及び技術に関する知識 
  
ウ 知識の想起及び理解を問う問題を中心に出題すること。 
  
エ 試験問題の作成にあたっては複数からなる専門領域の異なる立場の者が
検討し、問題の客観的な妥当性を高めるよう工夫すること。 

合否判定基準 総正解率の９割以上を合格とし、演習は合格者に対し行うものとすること。 
また、筆記試験の総正解率が一定水準に満たなかった者に対しては、再度、
講義の全課程を受講させること。 

基本研修（講義）における修得程度の審査方法 



評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価 

 
 
 
 
 
 
 

※救急蘇生法演習（１回以上） も必要 

※人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引が必要な場合には、別
途演習を行う 

※演習はシミュレーターが必要 

※      内の項目については、実施しない類型もあり 

※介護福祉士については、必要な行為について登録事業
所において実地研修を行う。 

※人工呼吸器装着者の研修については、別途研修を行う  

施設、在宅等における利用者へのケアの回
数  

たんの吸引 
口腔：10回以上 
鼻腔：20回以上 

気管カニューレ内部：20回以上 
 

経管栄養 
胃ろう又は腸ろう：20回以上 
経鼻経管栄養：20回以上 

実地研修 

50時間 

基本研修 

 
たんの吸引 
口腔：５回以上 
鼻腔：５回以上 

気管カニューレ内部：５回以上 
 

経管栄養 
胃ろう又は腸ろう：５回以上 
経鼻経管栄養：５回以上 

    

プロセス 
評価 

 
 

知識の確認               
（筆記試験） 

 
 

プロセス 
評価                           

演習 

講義 

1 

（参考）研修カリキュラム概要 
平成２３年度：不特定多数の者対象／平成２４年度～：第１号研修・第２号研修 

※平成23年度は、平成23年10月6日付け厚生労働省老健局長通知に基づくもの。 
  平成24年度～については、省令に基づき、今後「喀痰吸引等研修実施要綱（仮）」において詳細を定める予定。 



 
 

基本研修 

【講義】 

・ 「特定の者」に特化したテキストを使用し、
基本的内容に絞った講義（８時間）を実施。 
【演習】 

・ シミュレーターを使用した演習（１時間）
及び「特定の者」に合わせた現場演習を
通じて一連の流れが問題なくできるように
なるまで繰り返し実施。 

※重度訪問介護従事者養成研修と併せて行っ
た場合、シミュレーター演習込みで２０．５時間。
たんの吸引等のみの研修では９時間。 

【評価】 

・ 講義部分の評価については、「特定の
者」に特化した試験（基本的内容に絞った
もの）を実施。 

・ 演習の評価については、「特定の者」に
特化した評価指標を使用。 

 
 

 【実地研修】 

・ 実地研修については、看護師が指導（必要に応じ医師・看護師と連
携した経験のある介護職員及び本人・家族が指導の補助）を行い、
看護師による評価により、問題ないと判断されるまで実施。（連続２回
全項目が「ア」となること） 

・ 看護師の指導は、初回及び状態変化時以外については「定期的」に
実施。 
【評価】 
・ 評価については、 「特定の者」に特化した評価票を使用。 

・ 評価を行う際には、利用者（家族）の意見を聴取することが可能な場
合は、指導看護師等が利用者（家族）の意見も踏まえた上で評価を
実施。 

医師・指導看護師等 

指導 

介護職員 

特定の者 

実地研修 

実地研修 

講義 
８時間 

シミュレーター演習 
 １時間 

＋ 

評価 

評価 

医師・看護師と連携した経験のある介護職員及び
本人、家族が医療連携の下指導の補助 

評価 

現場演習 
各現場において一連の
流れが問題なくできるよ
うになるまで行う 

※ 利用者（家族
の）意見を踏まえ
た上で指導看護師
等が評価を実施。 

（評価） 

（参考）研修カリキュラム概要 
平成２３年度：特定の者対象／平成２４年度～：第３号研修 

※平成23年度は、平成23年11月11日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知に基づくもの。 
  平成24年度～については、省令に基づき、今後「喀痰吸引等研修実施要綱（仮）」において詳細を定める予定。 


